
 

 

 

 

 

令和５年 第１２回 蕨市教育委員会（定例会） 会議録 
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招 集 期 日 令和５年１１月１５日（水） 

場 所 蕨市役所 ５階 第一・第二委員会室 

開閉の時間 午後２時から午後２時１３分まで 

議 長 松 本 隆 男 教育長 

出 席 委 員 ３番 尾 方 香 里 委員 ４番 石 山 大 介 委員  

    

議事参与者 
教育部長 

        渡 部 幸 代 

教育部次長・学校教育課長 

        小 山 晃 弘 

教育部次長・生涯学習スポーツ課長

加 納 克 彦 

 
教育部副参事・学校給食センター所長 

石 丸 岳 広 

教育総務課長 

        田 中 昌 継 

中央公民館長 

鈴 木 啓 文 

 
図書館長 

佐 藤 昌 史 

歴史民俗資料館長 

佐 藤 直 哉 

教育総務課長補佐 

庄 野 将 人 

 
生涯学習スポーツ課長補佐 

小 柴 晴 香 

東公民館長 

岡 本 啓太郎 

西公民館長 

荒 川 恵 子 

 
南公民館長 

萬 年 祐 次 

北町公民館長 

桑 島 勝 彦 

下蕨公民館長 

小 川 有紀子 

 
旭町公民館長（指定管理者） 

黒 澤 美和子 
  

    

書  記 教育総務課庶務係長 瀬 口 正 浩 
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 開会宣言された後、前回の会議録の承認が行われ、直ちに報告に入る。 

 

報告１ 

第１３回中学生の主張 inわらびにつ

いて 

 第 13回中学生の主張 in わらびについては、10月 26日(木)に市民会館で開催し、当

日体調不良で 1名が欠席したものの、代表の 3 年生 5名が 2 年生の前で堂々と発表を行

ったとの報告が、学校教育課長からなされた。 

 

報告２ 

第８１回蕨市民体育祭秋季大会支部

体育祭について 

 第 81 回蕨市民体育祭秋季大会支部体育祭については、蕨市スポーツ協会が主催し、

例年、市内 5 地区で開催されている。今年度は、10 月 15日(日)に全支部で開催を予定

していたが、雨天により錦町支部及び北町支部のみ体育館で実施し、計 560 人が参加し

たとの報告が、生涯学習スポーツ課長からなされた。 

 

報告３ 

リサイクル本の利用者への提供につ

いて 

 リサイクル本の利用者への提供については、令和 4年度に発生した「除籍処理を行い

不用となった本」と「雑誌」8,267冊を、まず、学校・保育園・留守家庭児童指導室な

どの関係団体に再利用していただき、残った 7,498冊に、利用者から寄贈していただい

た本のうち図書館で所蔵しないと判断したものを加えて、令和 4 年 11 月 6 日(日)から

令和 5 年 10月 29 日(日)までのうち毎週日曜日に、毎回約 200冊ずつ図書館正面玄関前

に陳列し、譲渡の形式でお持ち帰りいただいた。リサイクルした冊数は 7,465冊で活用

率は 99.6％であったとの報告が、図書館長からなされた。 

 

 以上報告の後、直ちに議事に入る。 

 

協議第５号 

蕨市立信濃わらび山荘設置及び管理

条例の廃止について 

蕨市立信濃わらび山荘設置及び管理条例の廃止については、本年第 8 回の蕨市教育委

員会(定例会)で報告した信濃わらび山荘の廃止にあたり、同施設の条例を廃止しようと

するもので、第 5 回蕨市議会(定例会)に条例案を提出し、審議される。なお、施行は令

和 6年 4月 1日からで、廃止後の施設の受け入れ先等についての検討は引き続き行って

いくとの説明が、生涯学習スポーツ課長からなされ、原案どおり異議なく承認された。 
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議案第５０号 

蕨市立信濃わらび山荘設置及び管理

条例施行規則の廃止について 

蕨市立信濃わらび山荘設置及び管理条例施行規則の廃止については、協議第 5号と同

様、信濃わらび山荘の廃止にあたり、同施設の規則を廃止しようとするもので、施行は

令和 6 年 4 月 1 日からであるとの説明が生涯学習スポーツ課長からなされ、原案どおり

異議なく可決された。 

 

議案第５１号 

蕨市副食費実費徴収補足給付事業実

施要綱の一部改正について 

 蕨市副食費実費徴収補足給付事業実施要綱の一部改正については、国の通知に基づき

補助金の上限額を 1 人「4,500 円」から「4,700 円」に改めるもので、改正後の同要綱

の規定は、令和 5 年 4月 1日から適用されるとの説明が学校教育課長からなされ、原案

どおり異議なく可決された。 

 

議案第５２号 

蕨市いじめ問題対策連絡協議会委員

の委嘱について 

蕨市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱については、令和 5 年 9 月 13 日付で 1 名

の委員が退任したことに伴い委嘱替えを行うもので、任期は前任者の残任期間となる令

和 7 年 1 月 22 日までであるとの説明が学校教育課長からなされ、原案どおり異議なく

可決された。 

 

議案第５３号 

蕨市教育委員会が後援等を行う事業

について 

 

別紙のとおり、蕨市教育委員会へ後援等の申請があったため、審議をお願いしたいと

の説明が、生涯学習スポーツ課長からなされ、原案どおり異議なく可決された。 

  

 


